
県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、県産農林水産物を活用した魅力ある加工品の開発に取り組む人材を育成するた

め、農林漁業者等が行う事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交

付するものとし、その交付に関しては、沖縄振興特別推進交付金交付要綱（平成 24 年４月 19

日府政沖第 149 号）、沖縄県補助金等の交付に関する規則（昭和 47 年沖縄県規則第 102 号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象事業、実施主体、経費及び補助率） 

第２条 交付の対象となる事業（以下「事業」という。）、経費、実施主体及び補助率は別表に定

めるところによる。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、毎年度知事が定める日

までに、様式第１号による交付申請書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額

の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。（以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額

して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかで

ないものについては、この限りでない。 

３ 補助金の合計額に千円未満の端数がある場合は、千円未満の額は切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付決定及び通知） 

第４条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類等の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、当該申請に係る補助金の交付が法令等及び予算で定めるとこ

ろに違反しないかどうか、事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤り

がないかどうか等を調査し補助金を交付すべきものと認めるときは、すみやかに補助金の交

付の決定行うものとする。 

２ 知事は、前条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消

費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件

を付して交付決定を行うものとする。 

３ 知事は、前２項の通知に際して必要な条件を付すことができる。 

 



（事業内容の変更） 

第５条 補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、別表の重要な変更

をしようとするときは、あらかじめ様式第２号による計画変更承認申請書を知事に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、事業を中止又は廃止する場合は、あらかじめ様式第３号による中止（廃止）承

認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前２項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を

付すことができる。 

 

（産業財産権に関する届出）  

第６条 補助事業者は、事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しく

は商標権等（以下「産業財産権」という。）を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施

権を設定した場合には、遅滞なく様式第４号の産業財産権届出書を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（申請書の取り下げ） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受け

た日から起算して 30 日以内に、様式第５号による交付申請取り下げ書を知事に提出しなければ

ならない。 

 

（遂行状況報告） 

第８条 補助事業者は、知事が報告を求めたときは、様式第６号による遂行状況報告書を作成し

知事に速やかに提出しなければならない。 

 

（実績報告）   

第９条 補助事業者は、事業が完了したとき（事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、その

日から起算して 30 日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の２月の末日のいずれか

早い期日までに、様式第７号による実績報告書及び添付書類を知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、千円未満の額は切り捨てて報告しなければ

ならない。 

３ 第３条第２項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出す

るに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控

除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の確定通知）   

第 10 条 知事は、前条に基づく実績報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応

じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容（第５



条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項において確定をしようとする補助金の額に、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨

てるものとする。 

３ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ず る。 

４ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、知事は、期限内に納

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95 パーセン

トの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（交付決定の取り消し）  

第 11 条 知事は、第５条第２項の事業等の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる

場合には、第４条の交付の決定の内容（第５条の規定に基づく承認をした場合は、その承認し

た内容）の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。 

 (1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反した場

合 

 (2) 補助事業者が、補助金を事業以外の用途に使用した場合 

 (3) 補助事業者が、事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合 

 (4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

た場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が

交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令に係る

補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利 10.95 パーセントの割合で計算した

加算金の納付を併せて命ずることができる。 

４ 第２項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第４項の規定

を準用する。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第 12 条 補助事業者は、第 10 条の規定に基づく事業に係る補助金の額の確定後に、消費税及び

地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第

８号による報告書により知事に速やかに報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を

命ずる。 

３ 前項の返還については、第 10 条第４項の規定を準用する。 

 

 



（補助金の支払）  

第 13 条 補助事業者は、補助金の一部について概算払を受けようとする場合は、様式第９号の補

助金概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、直ちに様式第 10 号の精算払請求書を

知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の収益納付）  

第 14 条 補助事業者は、事業実施中及び終了後に、事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又は

それらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があっ

たときは、様式第 11 号の収益状況報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、知事が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、知事の発

する指令に従って、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納入しなければな

らない。 

３ 知事は、前項の認定に際して必要な条件を付すことができる。 

 

（補助金の経理）  

第 15 条 補助事業者は、事業に係る経理を明らかにした帳簿、その他の支出の事実を証明する書

類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。 

 

（雑則） 

第 16 条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関する必要な事項は、別に定める。 

 

 

    附 則 

１ 本要綱は、令和７年３月 31 日から施行し、令和７年度予算から適用する。 

２ 本要綱の終期は、令和 10 年３月 31 日をもって効力を失う。ただし、この要綱に基づき同日

までに交付決定をした補助金については、同日後もなおその効力を有する。 



別表 

区分 経 費
 

実施主体 補助率
 

重要な変更 

事業の内容の変更 

 

県産農林水

産物活用連

携支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 加工品

改良支援

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 販路開

拓支援事

業 

 

 

 

 

 

 県産農林水産物を活用し

た魅力ある加工品の開発に

取り組む人材を育成するた

め、既に製造・販売してい

る県産農林水産物を活用し

た加工品のブラッシュアッ

プによる高付加価値化、ブ

ランド力向上及びブラッシ

ュアップした加工品の販路

開拓にかかる取組に要する

経費 

 

１ 商品改良費 

 (1)試作品の製造 

 (2)パッケージの作成 

 (3)機器のレンタル 

 (4)成分分析等検査 

 

２ 市場調査費 

 (1)テストマーケティング 

 (2)アンケート調査 

  

３ 販売促進、販路開拓費 

(1)商談会等出展 

 (2)商品 PR 資材の作成 

 

４ その他知事が特に必要

と認めるもの 

 

１ 市場調査費 

 (1)テストマーケティング 

 (2)アンケート調査 

  

２ 販売促進、販路開拓費 

(1)商談会等出展 

 (2)商品 PR 資材の作成 

(3)商品 PR のための成分

分析等検査 

(4)バイヤー招聘 

 

３ その他知事が特に必要

と認めるもの 

 

 

 本事業の実施主体は、次の

(1)から(3)に掲げる者のう

ち、県内で県産農林水産物を

使用した商品を製造・販売し

ている者とする。 

 

 

 

 

 

(1)農林漁業者 

(2)農林漁業者と連携する県

内食品加工業者等 

(3)農林漁業者の組織する団

体・法人 

 

 

 ただし、地域資源を活用した

農林漁業者等による新事業の

創出等及び地域の農林水産物

の利用促進に関する法律（平

成 22 年法律第 67 号。）第５

条第１項の規定に基づく総合

化事業計画の認定を受けた農

林漁業者又は農林漁業者団体

は、原則として除く。 

 

 

 

(1)補助率 

  2/3 以内 

 

(2)補助金 

   上限 

   1,000 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業内容の新

設又は廃止 

 

２補助事業に要

する経費又は

補助金の 30％

を超える減 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名 

 

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付申請書 

 

 

    年度において、標記事業を下記のとおり実施したいので、県産農林水産物活

用連携支援事業補助金交付要綱第３条第１項の規定に基づき、申請します。 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

 

３ 交付申請金額 

 

 

交付申請金額（千円） 

 

 

 

４ 交付対象事業の開始（予定）日       年  月  日 

    

 

５ 交付対象事業の完了予定日         年  月  日 

 

（備考）１ 事業計画及び事業等についての内容、積算にかかる資料を添付すること。 

    ２ 事業計画に揚げる活動目標、成果目標及び今後の展開方針を設定した資料

を添付すること。また、実績報告時に目標の達成状況の評価を行うこと。 



様式第２号（第５条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金計画変更承認申請書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知を受けた標記事業について、

下記のとおり計画を変更したいので、県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要

綱第５条第１項の規定に基づき、申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

３ 変更が補助事業に及ぼす影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）１ 変更の理由たる事実を明らかにする書類を添付すること。 

    ２ 新旧対照表を添付すること（経費含む）。 

    ３ 経費の積算に係る資料を添付すること。 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金中止（廃止）承認申請書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知を受けた標記事業について、

下記のとおり中止（廃止）したいので、県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付

要綱第５条第２項の規定に基づき、申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金産業財産権届出書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知を受けた標記事業について、

下記のとおり産業財産権の取得（譲渡、実施権の設定）をしたいので、県産農林水産

物活用連携支援事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき届け出ます。 

 

記 

 

１ 種類 

 

２ 内容 

 

３ 相手先及び条件（譲渡及び実施権設定の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付申請取り下げ書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知を受けた標記事業について、

県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとお

り申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 交付決定通知書の受領年月日 

 

２ 交付の申請を取り下げようとする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金遂行状況報告書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって補助金交付決定の通知があった事業の遂行

状況について、県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業の遂行状況（    年  月  日現在） 

 

２ 事業に要する経費の収支状況 

 

 

 区  分 

 

 

 

 

 総事業費 

 

 

 

    事 業 の 遂 行 状 況      

 備 考 

 

 

 

  ○年○月○日まで

に完了したもの 

  ○年○月○日以降

に実施するもの 

 事業費 

 

 出来高比率 

 

 事業費 

 

 事業完了  

予定年月日 

 

 

 

 

          円 

 

 

 

      円 

 

 

 

          ％ 

 

 

 

      円 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他参考となる事項 

 

 

 

 



様式第７号（第９条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金実績報告書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって補助金交付決定の通知を受けた標記事業の

実績について、県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要綱第９条の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業の実施期間 

      年 月 日着手 

      年 月 日完了 

 

２ 事業の成果 

３ 交付決定の額及びその精算額 

 

 

経費の区分 

 

交付決定額 

 

精算額 

 

差引 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 添付書類 

（１） 交付対象経費収支精算書及び支出済額明細書 

（２） 交付対象事業等の経過又は成果を証する書類 

（３） その他参考となる書類 

 

（備考）１ 申請時に提出した成果目標等の評価を行い添付すること。 



様式第８号（第 12 条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

   年度 消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

 

 県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要綱第 12条の規定に基づき、下記のと

おり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額（交付要綱第 10条第１項による額の確定額） 

                                 円 

 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

                                 円 

 

３ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額 

                                 円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

                                 円 

 

 

（注）別紙として積算の内訳を添付すること。 



様式第９号（第 13 条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 沖縄県知事 殿 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

担当者の氏名     

担当者の連絡先    

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金概算払請求書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知を受けた標記事業について、

県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要綱第 13 条第１項の規定に基づき、下記

金額を概算払で交付されたく請求します。 

 

記 

 

 

概算払請求額   金      円 

 

 

区分 

 

交付決定額 

 

既受領額 

 

今回請求額 

 

残額 

 

備考 

 

 

計 

     

 

２．概算払を必要とする理由 

 

口 座 振 替 申 出 表 示 

金融機関の名称  

預 金 の 種 類  

口 座 番 号  

口 座 名 義  

 

 （備考）１ 今回請求額の積算内訳を記載した書類を添付すること。 



様式第 10号（第 13 条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 

 沖縄県知事 殿 

 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

担当者の氏名     

担当者の連絡先    

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金精算払請求書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって額の確定通知を受けた標記事業について、

県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要綱第 13 条第２項の規定に基づき、下記

のとおり請求します。 

 

記 

 

 

精算払請求書   金      円 

 

 

区分 

 

確定額 

 

概算払既受領額 

 

今回請求額 

 

 

計 

   

 

口 座 振 替 申 出 表 示 

金融機関の名称  

預 金 の 種 類  

口 座 番 号  

口 座 名 義  

 

 （備考）１ 今回請求額の積算内訳を記載した書類を添付すること。 



様式第 11号（第 14条関係） 

 

番      号 

   年 月 日 

 

 沖縄県知事 殿 

 

所在地           

団体名           

代表者の役職及び氏名    

 

   年度 県産農林水産物活用連携支援事業補助金収益状況報告書 

 

 

    年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知を受けた標記事業について、

県産農林水産物活用連携支援事業補助金交付要綱第 14条の規定により収益状況を下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 交付金の確定額及びその通知日 

               円（   年 月 日  第   号） 

 

２ 報告期間      年  月  日 ～     年  月  日 

３ 収益状況  別紙 

 

 

（別紙） 

 

収益状況                           （単位：円） 

産業財産権の名称、 

又は財産分配の概要 

 

収益額 

 

 

算出根拠 

   

 


